
特定業務委託契約受注者 様 
 
 

特定契約に該当する契約案件の作業報酬台帳の提出方法について 
 
 

本市発注の業務委託につきましては、日頃から御協力をいただきありがとうご

ざいます。 
川崎市契約条例第７条の規定（いわゆる「公契約」）に該当する特定業務委託契

約（指定管理者との協定は除く。）の作業報酬台帳については、次の提出方法等に

則り御提出をお願いいたします。 
 
提出方法等 

提出先 

業種：建物清掃、屋外清掃（契約課契約の案件） 

財政局資産管理部契約課宛てに提出 

Logo フォームによる提出 

ＵＲＬ https://logoform.jp/form/FUQz/1481589 

業種：警備（人的警備、駐車場管理）、施設維持管理、電算関

連業務（データ入力）、給食調理業務 

業務担当課宛てに提出 

電子メール等（容量が足りない場合はＣＤ－ＲＯＭ） 

（送付先については、各発注担当課に御確認ください。） 

データ形式 エクセルデータ（PDF 不可） 

件名（記載例） 【公契約：契約番号○○○○】Ｒ８○○業務委託の作業報酬

台帳の提出（○回目） 

その他 ・月ごとにシートを分けること。 

・下請事業者がいる場合、元請事業者が取りまとめた上で、

提出すること（１業者１ファイルで作成）。 

・台帳を提出する際は、送付する宛先について十分注意する

こと。 
・ＣＤ－ＲＯＭにより台帳を提出する場合は、郵送又は持参

すること。 

 

（参考）川崎市契約条例第７条に該当する特定契約とは、次のとおりです。 
１ 特定工事請負契約（第７条第１項第１号） 

   予定価格６億円以上の工事請負契約 

２ 特定業務委託契約（第７条第１項第２号） 

予定価格 1,000 万円以上の業務委託契約のうち、警備（人的警備、駐車場管理）、

建物清掃、屋外清掃、施設維持管理、電算関連業務（データ入力）、給食調理業

務の業種で発注するもの（給食調理業務は、平成２８年４月以降に契約を締結し

https://logoform.jp/form/FUQz/1481589


た案件から対象）。 

特定契約における作業報酬台帳の作成・提出については、川崎市契約条例第

８条に基づき受注者の義務とされているものです。 
期限までに提出しない等、本市から指導を行ったにもかかわらず、台帳の提

出がなされない場合は、本契約を解除するとともに指名停止措置を講ずること

ができるとされています。 
なお、作業報酬台帳を作成する際には、川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「入札・契約関連情報」の「特定契約（公契約）に関する情報」に掲

載の「「特定工事請負契約」及び「特定業務委託契約」に関する手引」（Ｐ８以

降記載）又は、「対象労働者の作業報酬台帳（第１号様式）の作成について」を

御参照ください。 
 

 
川崎市財政局資産管理部契約課担当  
 電話（０４４）２００－３６９５  

ＦＡＸ（０４４）２００－９９０１  
 mail： 23keiyak@city.kawasaki.jp  

mailto:23keiyak@city.kawasaki.jp

